
 

 

 

別表４ 

「施工事例ごとの取扱い」 

 

１ 農地改良済みの農地の一部にも土を入れる場合の許可の範囲 

  施工農地全体について許可する。 

 

 

 

２ 隣地（宅地等）の擁壁等に土をつける施工の場合の隣地同意 

  隣地の同意書や同意済みの旨を明記した書類を添付させる。 
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３ 隣地が水路の場合（隣地（農地）との間に水路を挟む場合）の高さの基準点 

  

 

 

４ 土留め板や擁壁などによる施工であっても、素堀側溝・セットバック・法面は必要（営

農基準を超える盛土の高さの農地改良等であって、「宅地造成及び特定盛土等規制法」の許

可対象規模等に該当するものを除く。） 

 

 

 

 

 

 

※道路側から素掘り側溝、セットバック、法面の順番とする。 
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